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臨時休業による給食費の取扱いならびに６月集金振替について  

 

 ４月からの臨時休業を受けて、中学校給食費の取扱いにつきまして、

貝塚市で以下のように決まりましたので、連絡いたします。  

 

 中学校の給食費は、今年４月に保護者のみなさまにご連絡したと

おり、令和２年５月から令和３年２月までの９カ月分（８月を除く、

３年生は令和３年１月までの８か月分）、月額５ ,４００円を徴収す

る予定です（学校休業による徴収月の変更はありません。）  

 なお、今回の臨時休業及び夏季休業期間の短縮によって、給食回

数が増減した場合に生じる差額については、年度末に（令和３年３

月末）までに調整、精算する予定ですので、ご了承ください。  

 

 したがいまして、６月３日 (水 )に４月に配布しました案内どおり

１２､３００円（ＰＴＡ会費につきましては上のお子様から集金しま

す）の集金振替を行います。できるかぎり前日までに口座にご入金

くださいますようにお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 


